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下水道光ファイバー技術・性能調査要領 

 

平成１6年 9月 

一般社団法人 日本下水道光ファイバー技術協会 

 

(総  則) 

第１条 この要領は、一般社団法人日本下水道光ファイバ－技術協会（以下｢協会｣という。）が行う下水

道光ファイバ－技術・性能調査業務（以下｢性能調査｣という。）の実施に適用するものであり、研究開発

の促進および新技術の下水道光ファイバ－事業への適正かつ迅速な導入を図り、もって下水道光ファイ

バ－技術水準の向上を図ることを目的とする。 

 

（性能調査の対象） 

第２条 下水道光ファイバ－技術は下水道光ファイバ－事業に関わる事項で次に掲げる技術とする。 

(ア)下水道光ファイバ－施設に係わる調査、設計および施工に係わる技術 

(イ)下水道光ファイバ－施設の施工に関する機械設備、器具、材料に係わる技術 

(ウ)下水道光ファイバー施設に関する運営、管理等に係わる技術 

 

（性能調査の申込み） 

第３条 協会に性能調査を依頼しようとするもの（以下「依頼者」という。）は、別紙様式１に定める性

能調査依頼書に必要事項を記入するとともに資料を添えて申し込むものとする。 

２  前項の資料は開発技術の経緯,理論の概要、使用実績等を記載した技術概要説明書（別紙様式 2）、

受け付け審査に必要な会社概要、依頼者による確認試験報告書等の研究成果書、開発技術のパンフレッ

ト等、性能調査に必要な資料とする。 

３  性能調査業務に必要な経費は、依頼者が負担するものとする。又、性能調査において必要となる確

認試験等の費用は、実験内容、規模に応じて依頼者が負担するものとする。 

 

（性能調査委員会） 

第 4 条 性能調査を行うために下水道光ファイバー性能調査委員会（以下「性能調査委員会」と言う）

を設置する。 

２  性能調査委員は学識経験者、国の機関、地方自治体、公益法人、通信事業者並びに下水道光ファイ

バー関連技術に多くの経験を有するものの中から協会会長が委嘱する。 

３  性能調査委員会の委員長は、委員の中より互選により選出する。 

４  委員長ならびに委員の任期は一年とする。 

５  性能調査委員会は、別途定める性能調査部会の提出資料に基づき性能調査を行う。 
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(性能調査部会) 

第５条 性能調査部会は、協会に性能調査の依頼のあったものについて別に定める基準により受付及び事

前審査を行う。 

２  性能調査部会の委員は、協会技術委員会委員及び協会技術委員会委員長が指名するもの、並びに協

会事務局職員の中から選出する。 

３  性能調査部会の部会長は、委員の中から互選により選出する。 

４  性能調査部会部会長は、性能調査部会の承認を得て、特定事項を専門的に審査検討する「分科会」

を設けることができる。 

５  審査の結果については、性能調査委員会に報告するとともに、依頼者に文章で通知する。 

 

（依頼者との協議） 

第６条 前条の性能調査部会の結果、性能調査対象として適当と認められた技術につき、次の各項目につ

いて依頼者と協議する。 

(ア) 性能調査の範囲 

(イ) 調査期間 

(ウ) 所要経費 

(エ) 所要経費の納入方法 

(オ) 性能調査報告書の作成に関する事項 

(カ) 提出資料の種類と提出部数 

(キ) その他 

 

（性能調査業務委託契約） 

第７条 依頼者との間に協議が整った時、性能調査依頼者と協会の間で性能調査業務委託契約書を締結

する。 

 

（性能調査の方法） 

第８条 性能調査は、原則として依頼者が提出した資料に基づいて行うものとし、必要に応じて確認試験

を実施するものとする。 

２  性能調査に関する基準は、協会が定める技術マニュアル等を参考に技術の内容、開発の趣旨及び開

発の目標に応じた性能を確認することを主眼に、性能調査委員会がそれを定める。 

３  性能調査の期間は、原則として６ヶ月とし、性能調査委員会の開催回数は２回とする。 

 

（資料の説明） 

第９条 依頼者に対し、必要に応じ性能調査委員会に出席させ、資料の説明を求めることができる。 
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（資料の追加等） 

第１０条 依頼者に対し性能調査の過程において新たに必要になった資料の提出を求めることができる。 

２  前項に関して必要がある場合は、協会は依頼者と協議の上、公的な試験機関あるいは試験現場の選

定を行う。 

 

（性能調査の過程で発生した工業所有権等） 

第 11条 性能調査の過程における実験または技術改良等の指導に関連して発生した新技術の工業所有権

（出願権を含む。の取り扱いについては、別途   協会と依頼者が協議してこれを定めることとする。 

 

（性能調査の報告） 

第 12条 性能調査を終了した時、遅滞なく性能調査報告書（別紙様式４）を作成し依頼者に送付するも

のとする。 

 

（費用の納入および変更） 

第 13条 第５条の規定に基づき、所要の経費を性能調査報告書の受領後１０日以内に協会に納入するも

のとする。 

２   依頼者が性能調査の途中において性能調査依頼を取り下げた場合、または、申込技術が開発の趣旨、

目標に達していると認められない場合、それまでの性能調査に要した費用の積算を行い、その時点で性

能調査の業務を中止するものとする。 

３   所要経費に大幅な変更が予想される場合には、その時点で依頼者と協議するものとする。 

 

（評価証明技術の普及） 

第 14条 性能調査の結果を下水道光ファイバ－技術水準の向上に役立てるために、協会は調査結果の概

要を周知する等、技術の普及に努めるものとする。 


